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国外居住親族がいる場合の扶養控除留意点（再案内） 

 

 令和 5 年分所得税より、日本国外に居住する親族（以下、「国外居住親族」という）がいる場合の扶

養控除適用にあたり、親族関係や送金関係の書類の確認が令和 4 年以前に比べ要件が厳しくなってい

ます。 

 昨年 11 月のレターでもご案内しておりますが、本年より適用されている国外居住親族がいる場合

の扶養控除の留意点について、再度ご案内をさせていただきます。 

 

ポイント 

 

 １．国外居住親族の扶養控除適用には、「親族関係書類」と「送金関係書類」の確認が必要。 

 ２．国外居住親族で 30 歳以上 70 歳未満の者の扶養控除適用には、留学生は「留学ビザ等書類」が、

留学生と障害者以外の者は「38 万円送金書類」の確認が追加で必要。 

 ３．送金関係書類は、銀行法等日本の法律に基づく金融機関や資金決済に関する法律に規定する資

金移動業者（銀行以外で送金サービスを提供する登録事業者）の書類又は写しであることが必要。 

 ４．送金関係書類には、居住者が契約したクレジットカード（家族カード）を国外居住親族が利用

して生活費等を支払っている場合には、当該クレジットカード発行会社の書類又は写しも含む。 

  

本 文 

 

  年末調整や毎月の給与支給時の源泉徴収時の扶養控除の適用にあたっては、給与の支給を受ける

者より扶養控除申告書を提出していただく必要がありますが、国外に居住する扶養親族がいる場合

には、追加で以下資料の提出又は提示を受ける必要があります。  

 

国外居住親族の区分 扶養控除等申告書提出時 年末調整時 

16 歳以上 30 歳未満又は 70 歳以上 ①親族関係書類 ②送金関係書類 

16 歳未満で障害者控除の適用を受ける場合 ①親族関係書類 ②送金関係書類 

30 歳以上

70 歳未満 

①留学している者 ①親族関係書類＋ 

③留学ビザ等書類 
②送金関係書類 

②障害者 ①親族関係書類 ②送金関係書類 

③生活費等の送金を年 38 万円

以上受けている者 
①親族関係書類 ④38 万円送金書類 

④①～③以外の者 扶養控除の対象外 

  

また、配偶者控除、配偶者特別控除又は障害者控除にかかる確認書類は以下の通りです。 

 

所得控除 扶養控除等申告書提出時 年末調整時 

配偶者控除、配偶者特別控除 親族関係書類 親族関係書類＋送金関係書類 

障害者控除 親族関係書類 送金関係書類 
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  ① 親族関係書類 

    次のいずれかの書類。（外国文書の場合日本語での翻訳文が必要） 

   ⅰ）戸籍の附票写し等日本国又は地方公共団体が発行した書類及び国外居住者親族のパスポー

ト写し 

   ⅱ）外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類（国外居住者親族の氏名、生年月日及び

住所または居所の記載があるものに限る。例；戸籍謄本、出生証明書、婚姻証明書等） 

 

   【留意点】 

✓ 上記書類は国外居住親族のパスポート写しを除き原本提出が必要。 

    ✓ 親族の範囲は 6 親等内の血族、配偶者又は 3 親等内の姻族まで。 

    ✓ 留学期間が短期間（1 年を超えない）場合は、国外扶養親族には該当せず。 

    ✓ 外国政府等が発行する書類の取得には、国により時間と手間を要する場合があるため、

早めのアナウンスが必要。 

 

  ② 送金関係書類 

    給与等の支払いを受ける者が、国外居住親族の生活費又は教育費に充てるために支払われた

ことを明らかにする書類として以下の書類。（外国文書の場合には日本語翻訳文必要） 

   ⅰ）国外居住親族への金融機関発行の送金書類 

   ⅱ）国外居住親族がクレジットカードで生活費又は教育費の支払いをしている場合、クレジッ

トカード発行会社が発行したカード利用明細書類等。なお、当該クレジットカードは給与等

の受給者（居住者）が本会員、国外居住親族が家族会員となり、利用代金を給与等の受給者

が支払うこととされているものに限る。 

     

   【留意点】 

    ✓ 送金関係書類は国外居住親族各人別に必要であり、代表者に一括して支払われて場合に

は、当該代表者のみに対する送金関係書類となる。 

    ✓ 現金渡しの場合には、送金関係書類がないものとされる。 

    ✓ 数年分まとめて送金した場合の送金関係書類は、送金年のみの送金関係書類となる。（複

数年分の送金関係書類としての利用は不可） 

    ✓ 送金関係書類は、内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出

等に関する法律第二条第三号に規定する金融機関の書類とされており、日本国銀行法に規

定する銀行等、日本の法律に基づく金融機関が作成する書類とされており、海外金融機関

が作成する書類はこれに該当しないため、国外居住親族への生活費を海外金融機関の口座

から送金したとしても、送金関係書類には該当しないこととなる。 

    ✓ 金融機関には、資金決済に関する法律第 2 条第 3 項に規定する資金移動業者（銀行以外

で送金サービスを提供する登録事業者）が含まれる。 

    ✓ 原則として送金関係書類はその年の全ての送金関係書類の提示又は提出が必要。ただし、

年 3 回以上送金している場合には明細書を作成し、初回と最終回の送金関係書類を提出す

る方法も可能。（この場合でも他の送金関係書類は保存が必要） 
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  ③ 留学ビザ等書類 

    外国政府又は外国の地方公共団体が発行した以下いずれかの書類とされています。（日本語

翻訳文必要） 

   ⅰ）外国における査証（ビザ）に類する書類の写し 

ⅱ）在留カードに相当する書類の写し 

   

  ④ 38 万円送金書類 

    送金関係書類のうち、給与等の受給者が国外居住親族各人へその年における支払いの金額の

合計額が 38 万円以上であることを明らかにする書類。 

   

   【留意点】 

    ✓ 38 万円送金書類集計時における為替換算の適用レートは、原則として送金日のＴＴＭだ

が、日本円を外国通貨に両替して送金した場合の当該送金時の日本円支払額とすることも

可能。また、国外送金した金額の合計額について、その年最後の支払日におけるＴＴＭ又

は実際に適用された為替レートにより一括して日本円換算することも可能。 

    ✓ 送金関係書類と同様、当該書類も国外居住親族各人別に必要。 

    ✓ 送金時の銀行手数料は、送金書類に各種手数料の金額が記載されている場合に限り 38 万

円以上を判定する際の金額に含めても差し支えないとされている。 

 

２．まとめ 

  上記の通り、毎月の源泉徴収手続きや年末調整に際し、国外居住親族の扶養控除適用に関し上記

記載の書類により要件の該当性を確認する必要があり、従前に比して手間を要します。 

  また、海外の口座からの生活費を送金している場合の送金関係書類は、当該制度の送金関係書類

に該当しないことや、非居住親族全員の生活費をまとめて一の親族に送金している場合の送金関

係書類は、一の親族のみの送金関係書類としか認められない等、国外居住親族がいる居住者自身

も当該制度を適切に理解したうえで、生活費等の送金をしていただく必要があります。 

                                           以上 

 

2023 年 12 月 25 日 

中国大野木会計グループ 安達 

 

日中双方の会計税務や中国拠点の進出・再編・撤退や運営等に関しご相談したい事項がございまし

たら、以下担当者まで遠慮なくご連絡ください。 

 

□ 中国拠点連絡先              □ 日本拠点連絡先 

北京･天津大野木マイツ諮詢有限公司      大野木総合会計事務所 

北京事務所:電話＋86-10-6590-9180       東京事務所:電話＋81-3-5532-1677 

天津事務所:電話＋86-22-2330-1118              担当:中国事業室 安達友信 

担当:総経理 平出和弘（ HIRAIDE KAZUHIRO ）       （ ADACHI TOMONOBU )  

E-MAIL:hiraide@ohnogi-cpa.com                  E-MAIL:adachi@ohnogi-cpa.co.jp 


